
（平成２３年５月２５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 7 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 4 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 3 件

年金記録確認山梨地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



山梨国民年金 事案 359 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成２年３月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 50年８月から 56年６月まで 

             ② 平成２年３月 

申立期間①は、Ａ区で国民健康保険の加入手続を行った際に、国民年金

にも加入し、保険料を納付していたと思う。国民健康保険の通知書は残っ

ているので調査してほしい。 

また、申立期間②は、勤務していた病院を退職してから自分の病院が厚

生年金保険の適用事業所となるまで、国民年金保険料を納付していたはず

であり、１か月だけ未納となっていることは考えられないので調査してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 62 年７月に厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、国民年

金に加入して以降、平成３年１月に再度厚生年金保険の被保険者となるまで、

申立期間②の１か月を除いて国民年金保険料を納付している。 

   また、納付日が確認できる期間については、おおむね納期限内に保険料を

納付しており、納期限を過ぎた期間については、過年度納付書により保険料

を納付している上、申立期間②の前後を通じて住所や職業等、申立人の生活

状況に変化は見られないことから、申立期間②の１か月のみ保険料を納付せ

ずに放置したとは考え難い。 

   一方、申立期間①については、申立人は、「Ａ区で国民健康保険の手続を

行った際に国民年金の手続も行ったと思う。」と主張しているが、申立人が

所持している昭和 54 年及び 55 年の確定申告書控には、社会保険料控除の欄

に国民健康保険料の記載が確認できるのみで、国民年金保険料についての記



載が無いほか、Ａ区において国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見

当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成２年３月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



山梨国民年金 事案 360 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間のうち、昭和 59 年８月から 60 年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 59年８月から 60年３月まで 

             ② 平成２年４月から５年 12月まで 

                          ③ 平成６年５月から７年７月まで 

             ④ 平成７年９月から８年６月まで 

             ⑤ 平成８年 10月 

    申立期間①については父が手続をし、国民年金保険料を納付してくれて

いた。申立期間②から申立期間⑤までは、免除期間を含め自分でも保険料

を納付していたが、私が納付していない部分については、母がきれいに納

めていたと言っている。申立期間について国民年金保険料を納付した期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は申立期間①について、その父が国民年金加入手続及び保険料納付

を行っていたはずであると主張しているところ、申立人の国民年金手帳記号

番号は、昭和 60 年１月 23 日にＡ市において払い出されており、同年４月以

降、申立人がＢ県へ転居する平成元年３月まで、厚生年金保険の被保険者で

あった期間も含めて保険料を納付していたことが確認できる。 

また、申立人の保険料を納付していたとする父及び母に未納は無く、納付

意識が高かったことがうかがえる上、申立人と同日に国民年金被保険者番号

が払い出されている複数の被保険者について、昭和 59 年４月の年度当初から

保険料が納付済みとなっている者が複数確認できることから、加入手続の際

に現年度分の納付書が発行されていたものと推認でき、納付意識の高かった

申立人の父が、納付書が発行されていながら、申立人の申立期間①の保険料



を納付しなかったとは考え難い。 

   一方、申立期間②から⑤について、申立人は、免除期間及び未納期間の保

険料は、自分でも納付していたが、自身が納付していない部分は母がきれい

に納めてくれていたはずであると主張している。 

しかし、オンライン記録から、申立期間②（平成５年４月を除く）を含む

保険料の免除が申請された平成元年４月から５年 12 月までの期間のうち、元

年４月から２年３月までの期間については、申立人が 10 年 12 月３日に追納

保険料を納付していることが確認できるものの、残余の保険料免除期間につ

いては追納を行った形跡は無い上、前記の追納保険料と同時に８年 11 月から

９年３月までの保険料を納付していることが確認でき、その保険料納付月数

は合計 17 か月であり、これは、申立人が「平成 11 年１月に父が死亡する前

に 17 か月分程度の保険料を納付した。」とする証言と一致しており、この納

付済期間以外に申立期間②の保険料免除期間について納付した事情はうかが

えない。 

また、申立期間②のうち、平成５年４月については、オンライン記録にお

いて、５年６月２日に免除申請が行われたことが確認できるが、当時におい

ては、申請月の前月が免除開始月とされていたことから、同年５月からが保

険料の免除期間となったことにより、１か月の未納期間が生じたものと考え

られ、保険料の全額免除を申請していた申立人が、同年４月の保険料のみ納

付したとは考え難い。 

さらに、申立期間③及び④については、オンライン記録から、申立人の国

民年金被保険者記録は、平成６年１月 21 日に被保険者資格を喪失して以降、

10 年３月 24 日に申立人の記録が整備されるまで、申立期間当時においては

国民年金の未加入期間となっていたことから、申立期間当時に納付書が発行

された事情はうかがえない上、申立期間③及び④が国民年金の被保険者期間

として記録された 10 年３月の時点では、８年１月以前は時効により保険料を

納付することができない。 

加えて、申立期間⑤については、オンライン記録から、当該月の保険料が

納付されていたことが確認できるが、納付が行われた平成 10 年 12 月３日の

時点では、時効により保険料を納付することができない期間であったため、

11年３月 26日に保険料が還付されていることが確認できる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 59 年８月から 60 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



山梨国民年金 事案 361 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年４月から同年６月まで 

    申立期間については、母に保険料を預けて地区の納付組織を通じて納め

ていたのに、未加入期間とされていることに納得がいかない。手元には預

り証も残っているので、納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録では、申立人の申立期間は、昭和 59 年４月１日付けで資格

喪失とされ未加入期間と記録されているが、国民年金被保険者台帳には資格

喪失日が記載されていない。 

また、社会保険事務所（当時）の国民年金被保険者台帳から、申立人は、

20 歳（昭和 46 年＊月）に国民年金に加入以降、申立期間の前月の昭和 59 年

３月まで未納は無く、全て現年度納付している上、56 年４月から 58 年３月

までの保険料については、全て納付期限内に納付していることが申立人の所

持している領収書から確認できる。 

さらに、申立人は、「申立期間を含む国民年金の保険料は、地区の集まり

の際に集金が行われ、その都度母親に保険料を渡し、保険料が受領されると

預り証を渡され、次回の集金時まで保管していた。」と証言しているところ、

申立人が保管している預り証は申立期間のものであり、保険料収納の協力員

の署名がされており、申立人の申立期間当時の居住地では、納付組織による

保険料収納が行われていたことが「Ａ県国民年金のあゆみ」により確認でき

る。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                    

  

山梨厚生年金 事案 523 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 46 年３月 20 日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を２万 8,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ：  女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 26 年生 

住 所  ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： 昭和 46 年２月１日から同年３月 20 日まで 

 私は、昭和 45 年 12 月 1 日からＣ事業所に継続して勤務していたのに、

申立期間における厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間に勤務して

いたことは確かなので調査をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録及び複数の同僚の証言により、申立人が申立期

間において、Ａ社に継続して勤務していたことが認められる。 

申立人が勤務していたＡ社は、昭和 45 年２月 18 日に、Ｄ事業所が所在

するＥ県Ｆ市を事業所所在地として厚生年金保険の適用事業所（事業所整

理記号＊）となり、48 年７月 16 日に適用事業所でなくなっている一方、

同一名称のＡ社が、46 年３月 20 日に、Ｃ事業所が所在するＧ県Ｈ村を事

業所所在地として厚生年金保険の適用事業所（事業所整理記号＊）となっ

ている。当時のＤ事業所における給与担当者及びＣ事業所における給与担

当者は、ともに、「申立期間当時は、Ａ社の本社がＥ県からＧ県に移転し

た時期である。」と証言している。 

そして、申立人は、昭和 45 年 12 月１日から 46 年２月１日までは事業

所整理記号＊のＡ社（Ｅ県）において、同年３月 20 日から同年６月 16 日

までは事業所整理記号＊のＡ社（Ｇ県）において、厚生年金保険被保険者

となっているが、勤務先は、最初の厚生年金保険被保険者資格取得日（昭

和 45 年 12 月１日）から継続してＣ事業所（Ｇ県）に勤務していたと供述

している。 



                    

  

一方、申立人が事業所整理記号＊のＡ社（Ｅ県）の厚生年金保険被保険

者の資格を喪失した昭和 46 年２月１日直前の時点で当該事業所の厚生年

金保険被保険者となっている 62 人（申立人を除く）についてみると、こ

のうち 48 人は、申立人と同様、同年２月１日から同年３月 20 日までの被

保険者記録が欠落し、事業所整理記号＊のＡ社（Ｇ県）において同年３月

20 日資格取得となっており、当該 48 人の欠落した期間における勤務先は、

Ｃ事業所であったことが、同僚の証言から確認できる。 

また、前述した 48 人以外の 14 人は、申立期間も引き続き事業所整理記

号＊のＡ社（Ｅ県）において厚生年金保険被保険者記録が継続しており、

当該 14 人のうち 13 人の勤務先は、Ｄ事業所であったことが確認できる

（１人は勤務先の確認ができなかった｡）｡ 

さらに、当時のＤ事業所における給与担当者は、「当時、Ａ社が所属す

るＩグループは、関連会社の設立やそれに伴う所属替えなどが激しかった

ので、在籍していた会社の手違いで手続を誤ったのではないか。」と証言

している。 

加えて、Ａ社では、昭和 49 年にも、同年９月５日に厚生年金保険の新

規適用事業所となったＪ社における厚生年金保険被保険者資格取得者につ

いて、Ａ社の資格喪失を同日とすべきところ、誤って早期に資格喪失させ、

２か月間の欠落期間がある者が、28 人認められる。 

以上のことを踏まえると、Ａ社においては、事業所整理記号＊のＡ社

（Ｅ県）の厚生年金保険被保険者のうちＣ事業所に勤務していた者につい

て、事業所整理記号＊のＡ社（Ｇ県）が適用事業所となる昭和 46 年３月

20 日を資格喪失日として手続をすべきところ、誤って早期に資格喪失さ

せたものと考えられ、欠落した期間の一か月分の給料のみから厚生年金保

険料が控除されていなかったとは考え難い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間前後の社会保険事

務所（当時）の記録から、２万 8,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していたか否かについては、事業主は当時の資料が残っていな

いため不明としており、ほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無い

ことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事

務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び

周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



                    

  

山梨厚生年金 事案 524 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 46 年３月 20 日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を６万 8,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ：  男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

住 所  ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 46 年２月１日から同年３月 20 日まで 

 私はＣグループ各社を転勤後、昭和 45 年９月から 52 年２月までＡ社

に継続して勤務していたのに、申立期間における厚生年金保険の加入記

録が無い。申立期間に勤務していたことは確かなので調査をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｄ社から提出された社員台帳、雇用保険の被保険者記録及び複数の同僚

の証言により、申立人が申立期間において、Ａ社に継続して勤務していた

ことが認められる。 

申立人が勤務していたＡ社は、昭和 45 年２月 18 日に、Ｅ事業所が所在

するＦ県Ｇ市を事業所所在地として厚生年金保険の適用事業所（事業所整

理記号＊）となり、48 年７月 16 日に適用事業所でなくなっている一方、

同一名称のＡ社が、46 年３月 20 日に、Ｈ事業所が所在するＩ県Ｊ村を事

業所所在地として厚生年金保険の適用事業所（事業所整理記号＊）となっ

ている。当時のＥ事業所における給与担当者及びＨ事業所における給与担

当者であった申立人は、ともに、「申立期間当時は、Ａ社の本社がＦ県か

らＩ県に移転した時期である。」と証言している。 

そして、申立人は、昭和 45 年 12 月１日から 46 年２月１日までは事業

所整理記号＊のＡ社（Ｆ県）において、同年３月 20 日から同年６月 16 日

までは事業所整理記号＊のＡ社（Ｉ県）において、厚生年金保険被保険者

となっているが、勤務先は、最初の厚生年金保険被保険者資格取得日（昭

和 45 年 12 月１日）から継続してＨ事業所（Ｉ県）に勤務していたと供述



                    

  

している。 

一方、申立人が事業所整理記号＊のＡ社（Ｆ県）の厚生年金保険被保険

者の資格を喪失した昭和 46 年２月１日直前の時点で当該事業所の厚生年

金保険被保険者となっている 62 人（申立人を除く）についてみると、こ

のうち 48 人は、申立人と同様、同年２月１日から同年３月 20 日までの被

保険者記録が欠落し、事業所整理記号＊のＡ社（Ｉ県）において同年３月

20 日資格取得となっており、当該 48 人の欠落した期間における勤務先は、

Ｈ事業所であったことが、同僚の証言から確認できる。 

また、前述した 48 人以外の 14 人は、申立期間も引き続き事業所整理記

号＊のＡ社（Ｆ県）において厚生年金保険被保険者記録が継続しており、

当該 14 人のうち 13 人の勤務先は、Ｅ事業所であったことが確認できる

（１人は勤務先の確認ができなかった｡）｡ 

さらに、当時のＥ事業所における給与担当者は、「当時、Ａ社が所属す

るＣグループは、関連会社の設立やそれに伴う所属替えなどが激しかった

ので、在籍していた会社の手違いで手続を誤ったのではないか。」と証言

している。 

加えて、Ａ社では、昭和 49 年にも、同年９月５日に厚生年金保険の新

規適用事業所となったＫ社における厚生年金保険被保険者資格取得者につ

いて、Ａ社の資格喪失を同日とすべきところ、誤って早期に資格喪失させ、

２か月間の欠落期間がある者が、28 人認められる。 

以上のことを踏まえると、Ａ社においては、事業所整理記号＊のＡ社

（Ｆ県）の厚生年金保険被保険者のうちＨ事業所に勤務していた者につい

て、事業所整理記号＊のＡ社（Ｉ県）が適用事業所となる昭和 46 年３月

20 日を資格喪失日として手続をすべきところ、誤って早期に資格喪失さ

せたものと考えられ、欠落した期間の一か月分の給料のみから厚生年金保

険料が控除されていなかったとは考え難い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間前後の社会保険事

務所（当時）の記録から、６万 8,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していたか否かについては、事業主は当時の資料が残っていな

いため不明としており、ほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無い

ことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事

務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び

周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



                    

  

山梨厚生年金 事案 525 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 40 年３月 16 日に厚生年金保険被保険者資格を

取得した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったことが認められ

ることから、申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る記録を訂

正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、２万円とすることが妥当で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

  住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 40 年３月 16 日から同年４月 16 日まで 

   昭和 35 年２月入社以来、同じグループの会社に勤めていたのに、申

立期間だけが被保険者期間とされていないことが分かった。申立期間

が被保険者期間であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

事業主から提出された申立人に係る人事記録及び雇用保険の記録から

判断すると、申立人は、Ａ社Ｂ工場（現在は、Ｃ社）及び同企業グルー

プに継続して勤務し(昭和 40 年３月 16 日にＡ社Ｄ支店（現在は、Ｅ社)

からＡ社Ｂ工場に異動)、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

また、Ｆ健康保険組合の記録では、申立人が昭和 40 年３月 16 日にＡ

社Ｂ工場において健康保険の被保険者資格を取得した旨記録されており、

事業主は、当時の資格取得時の届出用紙は複写式だったと申述している

ことから、健康保険組合に提出されたものと同一のものを社会保険事務

所に届け出ていたものと考えられる。 

これらを総合的に判断すると、申立人が昭和 40 年３月 16 日に厚生年

金保険被保険者資格を取得した旨の届出を事業主が社会保険事務所に対

して行ったことが認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場に係

る申立期間前後の社会保険事務所の記録から、２万円とすることが妥当

である。 



                    

  

山梨厚生年金 事案 526 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められることから、申立人の申立期間に係る標準賞与額を

平成 20 年８月１日は 60 万円、同年 12 月 30 日は 58 万 7,000 円に訂正す

ることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏     名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 20 年 ８月 １日 

             ② 平成 20 年 12 月 30 日 

申立期間について、賞与から厚生年金保険料が控除されていたにも

かかわらず、オンラインの記録に賞与の記録が無いことは納得がいか

ないので、申立期間の賞与の標準報酬記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ事業所から提出された申立期間の賞与に係る給料支払明細書等から、

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められる。 

申立期間の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料

の納付の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これ

に基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除して

いたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞

与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額

を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録については、事

業所が提出した給料支払明細書において確認できる保険料控除額から、平

成 20 年８月１日は 60 万円、同年 12 月 30 日は 58 万 7,000 円とすること

が妥当である。 



                    

  

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、申立てに係る健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届を提出

しておらず、申立期間に係る厚生年金保険料を納付していなかったことを

認めていることから、その結果、社会保険事務所（当時）は申立人に係る

申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 



                      

  

山梨国民年金 事案 362 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成元年４月から６年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年４月から６年３月まで  

平成元年４月以降、役場職員による再三の勧めで母が国民年金の加入手

続を行い、数か月分の保険料を納付してくれた。その後、納付できない年も

あったが、４年のボーナス月及び５年秋に退職金をもらった時に役場窓口で

まとめて納付した。申立期間の保険料を納付したことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、母が国民年金への加入手続を行った際、申立期間の初めの数か月

分の国民年金保険料を納付したと主張しているが、申立人自身は、保険料の

納付に直接関与しておらず、保険料を納付したとされる母は、「申立人の国民

年金保険料を納付した記憶は無い。」としているため、当該期間の保険料の納

付状況は不明である。 

また、申立人は、母が納付したとする期間以外の国民年金保険料について、

平成４年のボーナス月及び退職金が入った５年の秋に自ら役場窓口で納付し

たと主張しているが、保険料の納付方法及び納付した金額などについては記

憶が無いとしており、当該期間についての保険料の具体的な納付状況が不明

である。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資 

料（日記、メモ、家計簿等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

    これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断 

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ 

とはできない。 



山梨厚生年金 事案 527 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20年６月 30日から 22年３月 31日まで 

    私は、Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場（当時は、Ｄ事業所、後にＥ社Ｃ工

場（以下両社を含めて「Ｆ事業所」という。））に昭和 18 年頃から 22 年

３月 31 日まで勤務していたので厚生年金保険被保険者として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人は、申立期間について、「Ｆ事業所から引き続きＡ社Ｃ工場に勤務

していた。」と主張しているところ、申立人が氏名を記憶している同僚は、

申立人と一緒に勤務した時期があることは証言しているものの、具体的な入

退社の時期等の記憶は無く、申立人と一緒に勤務していたのがＦ事業所なの

かＡ社であるかの特定ができない上、Ｆ事業所からＡ社に引き続き勤務して

いた複数の同僚には、申立人についての記憶が無く、申立人の勤務期間を特

定する証言を得ることはできなかった。 

また、Ｆ事業所から引き続きＡ社に勤務していた複数の同僚は、「Ａ社に

なってからは、朝礼等において讃美歌を合唱していた。」と証言しているが、

申立人は、「讃美歌を歌ったことはない。」と申述している上、申立人がＡ

社Ｃ工場の工場長として氏名を挙げた者は、Ａ社ではなく、Ｆ事業所の工場

長であるなど、申立人がＦ事業所から引き続きＡ社Ｃ工場に勤務していたこ

とをうかがわせる事情は見当たらない。 

さらに、Ｂ社では、当時の人事記録等の関係資料は保存されておらず、申

立人の申立期間における勤務の実態及び保険料の控除について確認できない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



山梨厚生年金 事案 528 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 :  昭和 14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間 ： ① 昭和 36年７月４日から同年 11月 20日まで 

                  ② 昭和 36年 12月１日から 38年８月５日まで 

            ③ 昭和 38年９月 20日から 39年４月９日まで             

昭和 36 年に一度、脱退手当金をもらったことがあるが、それ以降の厚生

年金加入期間については、脱退手当金をもらった記憶は無いので、調査し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者記録は、申立期間①、②及び③のいずれに

おいても、申立期間①の時点で払い出された同一の被保険者記号番号で管理

されている上、脱退手当金が支給された資格期間、支給金額に計算上の誤り

も無く、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立期間③の後に脱退手当金が未請求となっている別の事業所の厚

生年金保険被保険者期間があるが、当該被保険者期間は２か月と短期間な上、

申立期間①、②及び③の被保険者期間とは別番号であり、社会保険事務所(当

時)の管轄も異なることから、当時、請求者からの申出が無い限り、全ての被

保険者期間を把握することは困難であったことを踏まえると、支給されてい

ない期間が存在することに不自然さはうかがえない。 

このほか、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。  

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



山梨厚生年金 事案 529 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年 10月１日から６年 12月１日まで 

    私の平成５年６月・７月分の給与については、産休・欠勤控除により報

酬支払基礎日数が 20 日未満である。よって同年５月分のみで算定基礎届

の算定が行われるのが正しいことになるので、同年 10 月から６年 11 月ま

での標準報酬月額は 18万円ではなく 20万円に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 61 年４月１日からＡ社に勤務し、厚生年金保険に加入して

おり、オンライン記録から、申立人の標準報酬月額は、申立期間前の平成４

年 10 月の定時決定においては 19 万円、申立期間となる５年 10 月の定時決

定においては 18万円と記録されている。 

申立人は、「算定の基礎となる３か月のいずれの月の出勤が 20 日未満とな

っている場合は、20 日以上の月から算定した標準報酬月額が適用されるので

はないか。」と主張しているが、Ａ社が提出した申立人に係る「給与明細」

上の厚生年金保険料控除額を基に算定した標準報酬月額（18 万円）は、オン

ライン記録上の申立人に係る標準報酬月額と一致している。 

このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料の事業主による給与からの控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間についてその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 


